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指標 単位 

基準値 目標値 

2018年度 

(平成30年度) 

2025年度 

(令和7年度) 

2030年度 

(令和12年度) 

電子申請の利用状況  ★ 件 54,961  58,000  65,000  

マイナンバーカードの交付率 ★ ％ 13.9 96.0 96.0 

ホームページの年間アクセス件数 ★ 件 2,539,607 3,500,000 4,000,000 

市長との直接対話集会等  ★ 回 11 20 25 

実質公債費比率※５    ★ ％ 10.1 7.0～8.0 6.0～7.0 

将来負担比率※６   ★               ％ 128.3 110～120 100～110 

 
 

 

赤穂市行政改革大綱 赤穂市公共施設等総合管理計画 

次世代育成支援対策特定事業主行動計画 
赤穂市女性職員の活躍推進に関する特定事業主

行動計画 

障がい者活躍推進計画 

 

 

２ 情報通信基盤の整備 

◇情報システムのクラウド化※１・集約化（コスト削減と事務の効率化） 

◇情報セキュリティ対策の徹底（個人情報の確実な保護） 

◇情報通信基盤の維持・改善 

３ 広報・広聴の充実 

◇職員一人ひとりの広報力の育成 

◇見やすいホームページによる効果的な情報発信 

◇広報紙やＳＮＳ等、多様な媒体を活用し積極的かつ効果的な情報発信 

◇市長との直接対話集会等の開催による広聴の充実 

４ 計画づくりへの市民参加の促進 
◇審議会等における市民からの委員募集 

◇計画等策定時におけるパブリックコメント※２等の実施 

５ 関西福祉大学との連携 ◇高等教育機関の持つ機能・資源の市政への活用 

６ 
適切かつ健全で効率的な行財政運営の

推進 

◇事務事業全般にわたる費用対効果※３、必要性、後年度負担等の

精査・見直し 

◇財源の効率的かつ重点的な配分 

◇自主財源の積極的な確保 

◇市債残高の縮減 

７ 組織や人事管理の適正化 

◇プロジェクトチーム等を活用した、効率的な組織体制の構築 

◇職員の雇用形態や民間委託等による執行体制の見直しと

適正な定員管理 

◇職員研修による、職員の資質向上とコンプライアンス※４の徹底 

目標指標 

関連個別計画 

※１クラウド化……………庁内の情報システムなどで、庁内にコンピューターを設置して運用してきたシステムを、ネットワークを通じて外部の事業者の
クラウドサービスを利用する形に置き換えること。 

※２パブリックコメント…公的機関が条例や計画を企画立案する場合に、その策定しようとする計画等の趣旨・目的・内容等の必要な事項を広く公表し、
それに対して住民等から寄せられた意見のこと、または、こうした手続きのこと。 

※３費用対効果……………支出した費用に対して得られる効果のこと。 

※４コンプライアンス……法令遵守のこと。 

※５実質公債費比率………地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。 

※６将来負担比率…………地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。 
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人  歴史と文化が息づく人とコミュニティを育むまちづくり 

(10)市民と協働する市政運営の推進 

㉗市民に開かれた健全で効率的な行財政運営を推進する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日々進歩する情報通信技術を効果的に活用し、行財政事務の効率化・高度化を図るとともに、

行政手続の簡素化、多様化および質の高い行政サービスの提供に努めます。さらに、あらゆる世

代の市民がＩＣＴの利便性を享受できるような環境の整備を推進します。 

市民との協働によるまちづくりを推進するため、多様な媒体を通じ市民と行政の情報の共有化

に努めながら、さまざまな計画等の政策立案過程において、市民から広く意見を募集するなど、

市民の市政参画機会の充実を図るとともに、社会環境の変化や複雑・多様化する市民ニーズに的

確に対応するため、適切かつ健全で効率的な行財政運営の推進や職員の資質向上を図ります。 

また、関西福祉大学との連携を推進し、高等教育機関の持つ機能・資源を市政に活用します。 
 

 

 

 

項目 主要な取組 

１ 
高度化する情報通信技術への対応と行

政サービスの充実 

◇行政手続のオンライン化推進 

◇マイナンバーカードの有効活用 

◇マイナンバーカードの申請・交付機会の拡充 

◇ＡＩ・ＲＰＡ等ＩＣＴを活用した業務の推進 

◇デジタル・ディバイド（ＩＣＴの利用格差）の是正 

◇行政情報のオープンデータ※３化の推進 

施策の方針 

◆行政のさまざまな分野において、行政手続のオンライン化等の情報通信技術を活用した市民

サービスの向上が求められています。 

◆行政手続のオンライン化を進めるためには、本人確認に必要となるマイナンバーカード※１の

普及が必要です。 

◆ＡＩ・ＲＰＡ※２等のＩＣＴを活用した業務効率化が求められています。 

◆幅広い年代の市民に「伝わる」、より効果的で質の高い情報発信が求められています。 

◆市民や学生の市政への参加意識の向上を図るため、市長との意見交換会の機会を拡大して

いくことが必要です。 

◆社会保障関係費が高い水準で推移するほか、インフラの老朽化対策費用など、行政需要のさ

らなる増加が予測され、また、安定的な財源の確保が困難な状況にあることから、行財政体

質の充実と強化を図ることが必要です。 

◆社会情勢の変化に的確に対応できる人材の育成が求められています。 

◆適正な定員管理、人事労務管理への対応が必要です。 

現状と課題 

施策の展開 

※１マイナンバーカード…住民の申請により無料で交付されるプラスチック製のカードで、本人確認のための身分証明書として、また、税・社会保障・
災害対策の法令で定められた手続きを行う際の番号確認に利用できる。 

※２RPA……………………Robotic Process Automationの略語。パソコンの中にあるソフトウェア型のロボットが、デスクワーク（主に定型作業）を代

行・自動化する概念のこと。 

※３オープンデータ………機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータで、人手を多くかけずにデータの二次利用
を可能とするもの。 


